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証 券 コ ー ド 7130
2026 年 ６ 月 ２ 日

（電子提供措置の開始日2026年５月27日）
株 主 各 位

福岡市博多区博多駅東二丁目13番34号

代表取締役社長ＣＯＯ 大 森 礼 仁
第５期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社第５期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに「第５期定時株主

総会招集ご通知」及び「第５期定時株主総会その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項)」として電子提供措置事項
を掲載しております。

当社ウェブサイト https://www.yamaegroup-hd.co.jp/ir/library/shareholder/
また、電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりま

すので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄名（会社名）又は証券コードを
入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／ＰＲ情報」を選択のうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、当日ご出席願えない場合は、書面又はインターネットによって議決権を行使することができますので、お手数
ながら電子提供措置事項に掲載の「株主総会参考書類」をご検討いただき、後記「議決権行使のご案内」をご参照のう
え、2026年６月18日（木曜日）の午後５時までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

敬 具
記

1. 日 時 2026年６月19日（金曜日）午前10時（受付開始：午前９時）
2. 場 所 福岡市博多区下川端町３番２号 ホテルオークラ福岡４階「平安の間」
3. 目 的 事 項

報 告 事 項 1. 第５期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）
事業報告の内容及び連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監
査結果報告の件

2. 第５期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）計算書類の内容報告の件
決 議 事 項
第 １ 号 議 案 剰余金の処分の件
第 ２ 号 議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
第 ３ 号 議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件
第 ４ 号 議 案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎ご送付している書面は、書面交付請求に基づく電子提供措置事項記載書面を兼ねております。なお、法令及び定款第15条の規定に基づき、下
記の事項を除いております。したがって、当該書面は監査報告を作成するに際し、会計監査人及び監査等委員会が監査をした書類の一部であ
ります。
・事業報告の「業務の適正を確保するための体制」及び「業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要」
・連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」
・計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。
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議決権行使のご案内
株主総会にご出席いただく場合

株主総会にご出席いただけない場合

代理人により議決権を行使される場合は、当社の議決権を有する他の株主の方１名に委任する
ことができます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となります。

同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。
また、議事資料として本冊子をご持参ください。

2026年6月19日（金曜日）午前10時
株主総会
開催日時

書面（郵送）
による議決権行使の場合

電磁的方法（インターネット）
による議決権行使の場合

2026年6月18日（木曜日）
午後5時00分必着

2026年6月18日（木曜日）
午後5時00分入力完了分まで

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご
表示のうえ、行使期限までに到着するようにご返
送ください。議決権行使書面において、議案に賛
否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされた
ものとして取り扱わせていただきます。

次頁に記載の「インターネットによる議決権行使
のご案内」をご確認のうえ、当社指定の議決権
行使ウェブサイト（https://soukai.mizuho-tb.
co.jp/）にアクセスしていただき、画面の案内に
従って、議案に対する賛否をご入力ください。

議決権行使書と電磁的方法（インターネット）により、重複して議決権を行使された場合は、インターネットに
よる議決権行使を有効とさせていただきます。また、インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、
最後に行われた議決権行使を有効とさせていただきます。

行使
期限

行使
期限
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インターネットによる議決権行使のご案内

「スマート行使」の議決権行使は1回のみ。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数です
がパソコン向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙
に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力して
ログイン、再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、パソコン向けサイトへ遷移で

きます。

https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

「次へすすむ」を
クリック

「議決権行使コード」
を入力

「初期パスワード」
を入力
実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

みずほ信託銀行 証券代行部
インターネット
ヘルプダイヤル

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

0120-768-524
（受付時間 年末年始を除く9：00～21：00）

「スマート行使」
（スマートフォン等でQRコード®を読み取る方法）

パソコン向けサイト

議決権行使コード及びパスワードを入力すること
なく議決権行使ウェブサイトにログインすること
ができます。
1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読

み取ってください。

1 議決権行使ウェブサイトに
アクセスしてください。

議決権行使ウェブサイト

2 議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

3 議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力
ください。

議 決 権 行 使 書

〇〇〇〇〇〇株式会社

〇〇〇〇〇〇株式会社 御中

XX 個

1.

2.

3.

4.

ＸＸＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日

見本

見本

お 願 い

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

議 決 権 行 使 書

〇〇〇〇〇〇株式会社

〇〇〇〇〇〇株式会社 御中

XX 個

1.

2.

3.

4.

ＸＸＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日

見本

見本

お 願 い

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

見本

見本
見本

「次へ」をクリック

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
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株主総会参考書類

第１号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項
当社は、継続的に安定した配当を行うことを最重要政策の一つであると位置付けており、合理化・省力化

を目指して時代に即した物流機能強化のための設備投資を行い、会社の競争力を維持強化するとともに、業
績に裏付けられた成果の配分を行うことを基本方針としております。
当事業年度の期末配当につきましては、この方針に基づき、経営体質の充実強化並びに将来の事業展開等

を勘案し、内部留保にも意を用い、次のとおりといたしたいと存じます。

（1）配当財産の種類
金銭といたします。

（2）配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金80円
配当総額 2,221,263,680円

（3）剰余金の配当が効力を生じる日
2026年６月22日
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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選
任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）５名は本定時株主総会終結の時
をもって任期満了となりますので、経営体制の強化を図るため、１名増員し、取締役６名の選任をお願いす
るものであります。
なお、本議案につきまして監査等委員会は、各候補者に関して、当事業年度における業務執行状況及び業

績等を評価したうえで、当社の取締役として適任であると判断しております。
取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号 氏 名 当社における現在の地位及び担当

2025年度
取締役会
出席状況

1 再 任
おう だ ひ で と

網田 日出人 代表取締役会長ＣＥＯ 最高経営責任者 14回/14回
（100％）

2 再 任
おおもり ひろ と

大森 礼仁 代表取締役社長ＣＯＯ 最高執行責任者 13回/14回
（93％）

3 再 任
やま だ りょうじ

山田 良二 取締役副社長ＣＡＯ 最高総務責任者、
本社部門統轄

14回/14回
（100％）

4 再 任
まるやま たけ こ

丸山 武子 常務取締役ＣＨＯ 最高人事責任者、
人事・総務担当

14回/14回
（100％）

５ 新 任
なが の まさ き

長野 正毅 常務執行役員ＣＦＯ 財務責任者、
財務部長 ー

６ 再 任
く どう きょう じ

工藤 恭二 取締役 11回/14回
（79％）
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候補者番号

１
おう だ ひ で と

網 田 日出人
（1949年12月15日生）

再 任
所有する

当社株式の数

58,900株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1974年12月 ヤマエ久野株式会社入社
1999年７月 同社食品部長
2002年６月 同社取締役食品部長
2006年７月 同社取締役食品担当
2008年６月 同社常務取締役食品担当
2011年６月 同社専務取締役営業統轄
2012年６月 同社代表取締役専務営業統轄
2014年６月 同社代表取締役社長
2018年６月 同社代表取締役会長ＣＥＯ
2021年10月 当社代表取締役会長兼社長
2023年６月 当社代表取締役会長ＣＥＯ 最高経営責任者（現任）

（現在に至る）

取締役候補者とした理由
網田日出人氏は、当企業グループにおける豊富な業務・経営経験を有しております。また、2023年６月か

らは当社の代表取締役会長ＣＥＯに就任しており、当企業グループの持続的な成長のために経営手腕を発揮し
ております。その豊富な経営経験と幅広い知見を活かし、今後も当社のグループ経営を統括する取締役として
経営の意思決定に参画することが、グループの持続的な成長に資すると判断し、選任をお願いするものであり
ます。
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候補者番号

２
おお もり ひろ と

大 森 礼 仁
（1956年４月３日生）

再 任
所有する

当社株式の数

23,700株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1979年４月 ヤマエ久野株式会社入社
2005年７月 同社鮮冷部長
2009年４月 同社執行役員鮮冷部長
2010年６月 同社取締役鮮冷部長
2011年４月 同社取締役鮮冷担当
2014年６月 同社常務取締役食品・鮮冷・酒類担当
2016年６月 同社取締役専務執行役員 営業統轄
2017年４月 同社取締役専務執行役員 営業統轄、食品流通本部長
2017年６月 同社代表取締役副社長 営業統轄、食品流通本部長
2018年６月 同社代表取締役社長ＣＯＯ
2021年10月 同社代表取締役社長
2021年10月 当社取締役副社長
2023年６月 当社代表取締役社長ＣＯＯ 最高執行責任者（現任）

（現在に至る）

取締役候補者とした理由
大森礼仁氏は、当企業グループにおける豊富な業務・経営経験を有しております。また、2023年６月から

は当社の代表取締役社長ＣＯＯに就任しており、当企業グループの持続的な成長に手腕を発揮しております。
その豊富な経営経験と幅広い知見を活かし、今後も当社のグループ経営を統括する取締役として経営の意思決
定に参画することが、グループの持続的な成長に資すると判断し、選任をお願いするものであります。
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候補者番号

３
やま だ りょう じ

山 田 良 二
（1962年９月19日生）

再 任
所有する

当社株式の数

16,500株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1985年４月 東京証券株式会社（現 東海東京証券株式会社）入社
2003年６月 ヤマエ久野株式会社入社
2012年７月 同社総務部長
2014年４月 同社執行役員 総務部長
2017年６月 同社常務執行役員 人事・総務担当、総務部長
2018年６月 同社常務執行役員 管理統轄補佐
2020年６月 同社取締役常務執行役員 管理統轄補佐
2021年10月 当社常務取締役 社長・広報室、経営企画、総務、人事、法務担当
2022年６月 ヤマエ久野株式会社取締役専務執行役員 管理統轄、管財運用部長
2022年６月 当社専務取締役 本社部門統轄
2022年10月 ヤマエリアルティ株式会社代表取締役社長（現任）
2023年６月 当社専務取締役ＣＡＯ 最高総務責任者、本社部門統轄
2024年６月 当社取締役副社長ＣＡＯ 最高総務責任者、本社部門統轄（現任）
2025年４月 ヤマエ久野株式会社取締役専務執行役員 管理統轄（現任）

（現在に至る）

取締役候補者とした理由
山田良二氏は、当企業グループにおける豊富な業務・経営経験を有しております。また、2024年６月から

は当社の取締役副社長ＣＡＯに就任し、本社部門統轄として、当企業グループの持続的な成長に手腕を発揮し
ております。その管理部門全般における豊富な経験と幅広い知見を活かし、今後も当社のグループ経営を統括
する取締役として経営の意思決定に参画することが、グループの持続的な成長に資すると判断し、選任をお願
いするものであります。
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候補者番号

４
まる やま たけ こ

丸 山 武 子
（1966年５月15日生）

再 任
所有する

当社株式の数

13,300株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1987年４月 ヤマエ久野株式会社入社
2019年４月 同社海外事業部長
2020年４月 同社人事部長
2020年６月 同社執行役員 人事部長
2021年10月 当社執行役員 人事部長
2022年６月 ヤマエ久野株式会社常務執行役員 人事部長
2022年６月 当社常務執行役員 人事部長
2023年５月 ヤマエ久野株式会社常務執行役員 人事・総務担当（現任）
2023年５月 当社常務執行役員 人事・総務担当
2023年６月 当社常務取締役ＣＨＯ 最高人事責任者、人事・総務担当（現任）

（現在に至る）

取締役候補者とした理由
丸山武子氏は、当企業グループにおける豊富な業務・経営経験を有しております。また、2023年６月から

は当社の常務取締役ＣＨＯに就任し、人事・総務担当として、担当部門全体の機能向上や整備・運用のために
手腕を発揮しております。その人事・総務部門全般における豊富な経験と幅広い知見を活かし、当社のグルー
プ経営を統括する取締役として経営の意思決定に参画することが、グループの持続的な成長に資すると判断
し、選任をお願いするものであります。
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候補者番号

５
なが の まさ き

長 野 正 毅
（1967年７月24日生）

新 任
所有する

当社株式の数

4,200株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1991年４月 株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入社
2021年５月 ヤマエ久野株式会社入社
2021年６月 同社執行役員 経理部財務担当部長
2021年10月 当社執行役員 財務部長
2022年４月 ヤマエ久野株式会社 執行役員財務部長
2023年６月 当社常務執行役員ＣＦＯ 財務責任者、財務部長（現任）

（現在に至る）

取締役候補者とした理由
長野正毅氏は、金融機関及び当企業グループにおける経理・財務部門での豊富な業務経験を有しておりま

す。また、2023年６月からは当社の常務執行役員ＣＦＯに就任し、財務責任者として、グループ全体の財務
基盤を盤石なものとするなど、その手腕を発揮しております。その財務全般における豊富な経験と幅広い知見
を活かし、当社のグループ経営を統括する取締役として経営の意思決定に参画することが、グループの持続的
な成長に資すると判断し、選任をお願いするものであります。
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候補者番号

６
く どう きょう じ

工 藤 恭 二
（1962年11月13日生）

再 任
所有する

当社株式の数

7,000株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1985年４月 ヤマエ久野株式会社入社
2015年７月 同社鮮冷福岡支店長
2016年６月 同社執行役員 鮮冷福岡支店長
2017年４月 同社執行役員 鮮冷本部鮮冷一部長、鮮冷福岡支店長
2019年６月 同社常務執行役員 鮮冷本部長、鮮冷本部鮮冷一部長
2020年６月 同社取締役常務執行役員 鮮冷本部長
2021年４月 同社取締役副社長 営業統轄、食品流通本部長
2021年６月 同社取締役副社長 営業統轄
2021年10月 当社専務取締役 営業統轄
2023年５月 ヤマエ久野株式会社代表取締役社長（現任）
2023年５月 当社専務執行役員
2024年６月 当社取締役（現任）

（現在に至る）

取締役候補者とした理由
工藤恭二氏は、当企業グループにおける豊富な業務・経営経験を有しております。また、2024年６月から

は当社の取締役に就任し、当企業グループの持続的な成長に手腕を発揮しております。その豊富な経営経験と
幅広い知見を活かし、当社のグループ経営を統括する取締役として経営の意思決定に参画することが、グルー
プの持続的な成長に資すると判断し、選任をお願いするものであります。

（注）1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 当社は、保険会社との間で役員等賠償責任保険契約を締結し、被保険者が負担することになる損害賠償請求訴訟における損害

を当該保険契約により補填することとしており、その保険料を全額当社が負担しております。本議案が承認可決された場合に
は、取締役候補者６名は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定し
ております。
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取締役会のスキルマトリックス

当社が各取締役に期待する主な専門性・知見を示したものです。

2026年６月19日 定時株主総会後の当社取締役（予定）

氏名 当社における地位 企業経営 営業販売 財務会計 法務・リスク管理 人事・労務 IT・DX サステナビリティ

網田 日出人 代表取締役会長ＣＥＯ *1 ● ● ● ● ●

大森 礼仁 代表取締役社長ＣＯＯ *2 ● ● ● ● ●

山田 良二 取締役副社長ＣＡＯ *3 ● ● ● ●

丸山 武子 常務取締役ＣＨＯ *4 ● ● ● ●

長野 正毅 常務取締役ＣＦＯ *5 ● ● ● ●

工藤 恭二 取締役 ● ● ● ●

草場 信之 取締役常勤監査等委員 ● ● ● ●

森 泰文 取締役常勤監査等委員 ● ● ● ●

安倍 寛信 社外取締役監査等委員 ● ● ● ●

中西 常道 社外取締役監査等委員 ● ● ● ●

下坂 正夫 社外取締役監査等委員 ● ● ● ●

山本 智子 社外取締役監査等委員 ● ● ● ●

（注）1. 上記の一覧表は、各取締役の有する全ての専門性・知見を示すものではなく、各取締役の経験等を踏まえて特に専門性を発揮
することが期待される分野を代表取締役には５つ、その他の取締役には４つ記載しております。

2. *1 ＣＥＯ （Chief Executive Officer）： 最高経営責任者
3. *2 ＣＯＯ （Chief Operating Officer）： 最高執行責任者
4. *3 ＣＡＯ （Chief Administrative Officer）： 最高総務責任者
5. *4 ＣＨＯ （Chief Human resource Officer）： 最高人事責任者
6. *5 ＣＦＯ （Chief Financial Officer）： 最高財務責任者
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第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬
額改定の件

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）の金銭報酬額は、2022年
６月24日開催の第１期定時株主総会において、年額３億30百万円以内（別に定める譲渡制限付株式報酬制
度とは別枠として管理しております。）と決議いただき、今日に至っております。
今般、当社は第２号議案に記載のとおり、経営体制の強化を図るため、取締役１名の増員を提案しており

ます。第２号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役の員数は６名（うち社外取締役０名）となりま
す。
つきましては、当企業グループの事業規模の拡大及び取締役の員数の増加等を考慮し、本総会終結後の取

締役の金銭報酬額を、譲渡制限付株式報酬制度に定める報酬とは別枠として、年額４億円以内に改定いたし
たいと存じます。なお、取締役の金銭報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない
ものといたしたいと存じます。
本議案は、当社の事業規模、役員報酬体系やその支給水準、現在の役員の員数及び今後の動向等を総合的

に勘案しつつ、取締役会で決定しており、相当であるものと判断しております。
なお、本議案につきましては、監査等委員会において検討がなされましたが、特段指摘すべき事項はない

旨の意見表明を受けております。

第４号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件

当社の監査等委員である取締役の金銭報酬額は、2022年６月24日開催の第１期定時株主総会において、
年額80百万円以内と決議いただき、今日に至っております。
今般、当企業グループの事業規模の拡大及びガバナンス体制の強化に伴う監査等委員である取締役の役割

と責任の増大等を考慮し、今後の監査体制の充実及び機動的な選任に備えるため、本総会終結後の監査等委
員である取締役の金銭報酬額を、年額１億20百万円以内に改定いたしたいと存じます。
本議案は、当社の事業規模、役員報酬体系やその支給水準、現在の役員の員数及び今後の動向等を総合的

に勘案しつつ、取締役会で決定しており、相当であるものと判断しております。
なお、本議案につきましては、監査等委員である取締役全員から、特段指摘すべき事項はない旨の意見表

明を受けております。
現在の監査等委員である取締役は６名であります。

以 上
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事 業 報 告

〔2025
2026

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで〕

Ⅰ. 企業集団の現況に関する事項
１．事業の経過及び成果

当連結会計年度における我が国経済は、企業収益が堅調であることに加え、雇用・所得環境の改善を背景
に個人消費が底堅く推移し、日経平均株価は６万円台に突入するなど緩やかな回復基調が続きました。訪日
外国人旅行者数が2025年に初めて4,000万人を突破したことをはじめ、外食産業を中心に国内旅行客やイ
ンバウンド需要が引き続き旺盛である一方、米国の通商政策を巡る不確実性や中東情勢の緊迫化に伴う地政
学リスク、変動の激しい為替相場、国内では人手不足、原材料・エネルギー価格の高騰や円安による物価の
上昇を受けて消費者の生活防衛意識・節約志向が高まるなど、依然として先行き不透明な状況が継続してお
ります。
このような環境の下、当企業グループは、「流通のトータルサポーター」として、グループ一丸となって

サプライチェーン全体の発展に寄与すると同時に、川上から川下までありとあらゆる場面においてビジネス
をプロデュースする企業集団として、総合力を活かした営業体制の構築に努めるとともに、最終年度を迎え
た中期経営計画「Progress Goʼ25」で掲げた基本戦略（「ガバナンス強化」、「サステナビリティ戦略」、「Ｍ
＆Ａ戦略」、「エリア・物流戦略」）や投資計画の着実な遂行により、持続的な成長に向けた事業基盤の強化
に努めてまいりました。
この結果、当連結会計年度における売上高は１兆852億19百万円（前期比7.8％増）となり、783億５百

万円の増収となりました。
利益面におきましては、販売面における競争の激化や、エネルギー価格上昇に伴う水道光熱費や物流費の

高騰など利益の押し下げ要因がありましたが、グループ全体で業務の見直しや効率化に取り組むことで経営
基盤の強化を図り、営業利益は180億80百万円（前期比14.6％増）、経常利益は186億69百万円（前期比
6.3％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は110億82百万円（前期比29.8％増）となり、売上高並びに
全ての利益項目において過去最高を更新いたしました。

各セグメントの状況
セグメント別売上高並びにセグメント別事業概況は次のとおりであります。

セグメント別売上高
（単位：百万円）

セグメント名称
第 ４ 期

(20242025
年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで)

第 ５ 期
(20252026

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで) 比較増減

売上高 構成比 売上高 構成比 金 額 前期比
％ ％ ％

食 品 関 連 事 業 768,669 76.4 839,047 77.3 70,377 109.2
糖粉・飼料畜産関連事業 116,028 11.5 126,985 11.7 10,957 109.4
住宅・不動産関連事業 98,700 9.8 99,296 9.2 596 100.6
そ の 他 事 業 23,516 2.3 19,890 1.8 △3,625 84.6

合 計 1,006,914 100.0 1,085,219 100.0 78,305 107.8
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<食品関連事業>
食品関連事業におきましては、飲食料品値上げは2025年通年で累計２万609品目にのぼりましたが、

2026年も値上げペースは落ち着くものの、月間1,000品目前後の値上げが常態化することが見込まれてお
ります。依然として物価上昇が続く中、消費者の節約志向がより高まっており、販売面における同業他社と
の競争が激化しております。エネルギー価格上昇に伴う水道光熱費や物流費の高騰など利益の押し下げ要因
もありましたが、インバウンド需要が引き続き旺盛で、外食産業を中心に需要が堅調に推移していることに
加え、市場構造や購買行動の変化を的確に捉えた販促や高付加価値商品の拡充、物流・製造の効率化などに
努めました。
この結果、売上高は8,390億47百万円（前期比9.2％増）となり、セグメント営業利益は129億27百万円

（前期比19.0％増）となりました。

<糖粉・飼料畜産関連事業>
糖粉関連事業におきましては、国内観光客及びインバウンド需要が旺盛であることから土産物や外食需要

が堅調に推移し、砂糖・小麦粉・油脂など食品原材料の販売が増加いたしました。米穀関連ではコメ５キロ
当たりの店頭での平均価格は2026年２月以降下落基調ながら依然高値水準であり、原材料確保を優先し安
定供給に努めています。
飼料畜産関連事業におきましては、為替・原油・国際情勢などによる穀物・飼料相場が不安定な中、技術

指導、経営支援などの機能を発揮することにより、既存取引先のシェアアップや新規取引先の獲得に努めま
した。また、輸入飼料の高騰や鶏舎の電気料金の上昇、鳥インフルエンザの感染などにより価格が高止まり
している鶏卵事業は防疫・品質管理の徹底を行い、安定供給確保を図っています。
この結果、売上高は1,269億85百万円（前期比9.4％増）となり、セグメント営業利益は41億34百万円

（前期比19.6％増）となりました。

<住宅・不動産関連事業>
住宅・不動産関連事業におきましては、前連結会計年度にグループ入りした株式会社不動産のおおさわな

どの子会社業績が通期で寄与いたしましたが、資材価格や人件費・物流費の高騰に伴う住宅価格の上昇、日
銀の利上げによる住宅ローン金利の引き上げといった要因から住宅取得希望者の購入意欲低下が見られま
す。また、昨年４月の改正建築物省エネ法や改正建築基準法の全面施行前に起こった「駆け込み着工」の影
響で、新設住宅着工戸数は同年４月以降減少傾向が継続しており、同業間の競争が激しさを増しています。
このような環境の下、プレカットを受注した物件に対する木材・建材のトータル提案を強化し、グループ

シナジーの発揮に努めました。
この結果、売上高は992億96百万円（前期比0.6％増）となり、セグメント営業利益は22億99百万円

（前期比22.4％減）となりました。

<その他事業>
運送事業におきましては、深刻な人手不足、原油価格の高騰など厳しい環境が続いておりますが、物流品

質の向上やグループ内の物流資源の共有・活用などの業務効率化に積極的に取り組むことで業績の向上に努
めました。
レンタカー事業では、インバウンド需要に伴い業界全体が大きく成長しており、新規参入の事業者が増加

するなど価格競争が激化していますが、稼働率向上・単価改善で収益を確保しています。また、燃料その他
の事業では利益率重視の施策で収益向上を図っています。
この結果、売上高は198億90百万円（前期比15.4％減）となり、セグメント営業利益は11億27百万円

（前期比34.3％増）となりました。
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２．設備投資の状況
当連結会計年度における設備投資の総額は、280億29百万円であります。このうち、主なものは、八女市

の工場建設に伴う建設仮勘定等46億94百万円であります。

３．資金調達の状況
当連結会計年度は長期借入金を192億30百万円調達いたしました。なお、長期借入金返済を245億70百

万円実施しております。

４．財産及び損益の状況

年 度
区 分

第 ２ 期
（2023年３月期）

第 ３ 期
（2024年３月期）

第 ４ 期
（2025年３月期）

第 ５ 期
（2026年３月期）
（当連結会計年度）

売 上 高（百万円） 587,982 712,717 1,006,914 1,085,219

経 常 利 益（百万円） 12,156 14,757 17,569 18,669

親会社株主に帰属する当期純利益（百万円） 7,868 8,456 8,540 11,082

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益（円） 332.57 347.26 308.19 399.34

総 資 産（百万円） 225,766 407,641 399,360 454,068

純 資 産（百万円） 66,946 94,289 91,654 118,200

１ 株 当 た り 純 資 産（円） 2,719.94 3,267.30 3,215.78 3,882.44

５．対処すべき課題
今後の経済環境につきましては、雇用の改善や賃上げによる所得環境の改善を背景に、個人消費や景気の

さらなる回復が期待されます。一方で、中東情勢や金融資本市場の変動、米国の通商政策の動向などに懸念
があり、人手不足、原材料・エネルギー価格の高騰や円安による物価の上昇等国内経済の下押しリスクも混
在し、先行き不透明な状況で推移するものと予想されます。
このような状況において、当企業グループは、新中期経営計画「Create “ONE” 28」の初年度にあた

り、「私たちは 人・企業・社会をつなぎ、多様な豊かさと暮らしを一人ひとりの生活にお届けすることを通
じて地域の発展、そして 持続可能な社会の実現に向けて貢献し続けてまいります。」というグループ理念の
もと、「流通のトータルサポーター」として幅広い商材のワンストップ供給と「リテールサポート」、「定時
定温・共同配送」、「品質管理・商品開発」、「住宅一棟受注」などの独自サポート機能を提供することで、サ
プライチェーンの川上から川下までのあらゆる場面でビジネスを創造し、持続的な成長を図ってまいりま
す。
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６．主要な事業内容（2026年３月31日現在）
当社は、持株会社としてグループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務を行っております。
当企業グループは、主に食品関連、糖粉・飼料畜産関連、住宅・不動産関連等において商品の販売及び製

造並びに加工等を行う総合卸売業であります。
事業部門別名称 主 要 事 業 内 容

食 品 関 連 事 業 一般加工食品・菓子・酒類・冷凍食品等の販売及び弁当の製造、焼
酎の製造、農水産物の製造加工販売、配達飲食サービス等

糖 粉 ・ 飼 料 畜 産 関 連 事 業 食品原材料・飼料・畜産物・水産物の販売、畜産農業等

住 宅 ・ 不 動 産 関 連 事 業 住宅建築資材・住宅設備機器・木材等の販売、建設工事、不動産の
売買・賃貸等

そ の 他 事 業 運送事業、燃料関連事業、レンタカー事業、情報処理サービス事業等

７．主要な事業所（2026年３月31日現在）
名 称 所 在 地

本 社 福岡市博多区

８．従業員の状況（2026年３月31日現在）
企業集団の従業員の状況

セグメント名称 従業員数 前期末比増減

食 品 関 連 事 業 2,396（ 8,966）名 40名減

糖 粉 ・ 飼 料 畜 産 関 連 事 業 634（ 237）名 277名増

住 宅 ・ 不 動 産 関 連 事 業 1,072（ 172）名 20名減

そ の 他 事 業 891（ 610）名 43名増

全 社 （共 通） 1,421（ 229）名 157名増

合 計 6,414（ 10,214）名 417名増
（注）1. 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は（）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

2. 臨時従業員には、パートタイマーを含み、派遣社員を除いております。
3. 全社（共通）は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。
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９．重要な子会社等の状況（2026年３月31日現在）
会 社 名 資 本 金 出資比率 主要な事業内容

ヤ マ エ 久 野 株 式 会 社 2,974百万円 100.0％
主に食品関連、住宅・不動産関連等に
おいて商品の販売、製造、加工等を行
う卸売業

日本ピザハット・コーポレーション株式会社 99百万円 100.0％ 持株会社、配達飲食サービス

株式会社ＬＵＭＢＥＲ ＯＮＥ 10百万円 100.0％ 事業持株会社、不動産賃貸事業、不動
産の売買・賃貸・管理及びその仲介

コ ン フ ェ ッ ク ス 株 式 会 社 80百万円 59.2% 菓子食品総合商社
エ コ ー デ リ カ 株 式 会 社 100百万円 100.0% 弁当惣菜の製造、販売
みのりホールディングス株式会社 100百万円 100.0％ 持株会社、業務用酒類卸
ハ イ ビ ッ ク 株 式 会 社 250百万円 100.0％ 木材加工及び住宅用建築資材の販売
デリカＳＦホールディングス株式会社 100百万円 90.7％ 持株会社、弁当惣菜の製造・販売

（注）1. 出資比率は間接保有を含んでおります。
2. 当年度末において、上記の重要な子会社８社を含む連結子会社は82社、持分法適用会社は４社であります。
3. 当年度末において、特定完全子会社に該当する子会社はありません。
4. コンフェックスホールディングス株式会社は、2026年１月15日付で第三者割当増資及び株式交換を実施しました。その結果、

当社の同社及びその子会社であるコンフェックス株式会社に対する出資比率は59.2%となりました。

10．主要な借入先（2026年３月31日現在）
借 入 先 借入金残高

株 式 会 社 福 岡 銀 行 20,599百万円
株 式 会 社 三 菱 UFJ 銀 行 16,011百万円
株式会社三井住友銀行 11,564百万円
株 式 会 社 肥 後 銀 行 10,720百万円
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 6,697百万円
株式会社西日本シティ銀行 4,285百万円
株式会社十八親和銀行 4,275百万円
三井住友信託銀行株式会社 4,250百万円
農 林 中 央 金 庫 3,811百万円
株 式 会 社 り そ な 銀 行 3,147百万円
みずほ信託銀行株式会社 3,100百万円

（注）借入金残高30億円以上を記載しております。
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Ⅱ. 会社の株式に関する事項（2026年３月31日現在）
１．発行可能株式総数 45,600,000株
２．発行済株式の総数 27,766,452株（自己株式656株を含む）
３．株主数 10,601名
４．大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,688千株 9.68％

ヤ マ エ グ ル ー プ 社 員 持 株 会 1,359千株 4.90％

ヤ マ エ 第 一 食 栄 会 1,259千株 4.54％

南 英 福 祉 会 934千株 3.36％

株 式 会 社 福 岡 銀 行 879千株 3.17％

共 栄 火 災 海 上 保 険 株 式 会 社 718千株 2.59％

ヤ マ エ 第 二 食 栄 会 659千株 2.38％

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （信 託 口） 634千株 2.29％

ヤ マ エ 第 三 住 栄 会 598千株 2.15％

み ず ほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 549千株 1.98％
（注）持株比率は自己株式を控除して計算しております。

5．当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
区 分 株 式 数 交付対象者数

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役並びに非常勤取締役を除く） 31,700株 ４名

（注）当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告「Ⅲ. 会社役員に関する事項 ４．取締役の報酬等」に記載しております。
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Ⅲ. 会社役員に関する事項
１．取締役の状況（2026年３月31日現在）

氏 名 地位及び担当 重要な兼職の状況

網 田 日出人 代表取締役会長ＣＥＯ
最 高 経 営 責 任 者 ―

大 森 礼 仁 代表取締役社長ＣＯＯ
最 高 執 行 責 任 者 ―

山 田 良 二
取 締 役 副 社 長 Ｃ A Ｏ
最 高 総 務 責 任 者
本 社 部 門 統 轄

ヤマエ久野株式会社 取締役専務執行役員 管理統轄、
ヤマエリアルティ株式会社 代表取締役社長

丸 山 武 子
常 務 取 締 役 Ｃ Ｈ Ｏ
最 高 人 事 責 任 者
人 事 ・ 総 務 担 当

ヤマエ久野株式会社 常務執行役員 人事・総務担当

工 藤 恭 二 取 締 役 ヤマエ久野株式会社 代表取締役社長

草 場 信 之 取 締 役
常 勤 監 査 等 委 員 ヤマエ久野株式会社 監査役

森 泰 文 取 締 役
常 勤 監 査 等 委 員 ヤマエ久野株式会社 監査役

安 倍 寛 信 取 締 役
監 査 等 委 員 フマキラー株式会社 社外取締役

中 西 常 道 取 締 役
監 査 等 委 員

株式会社翔薬 社外監査役
株式会社タカラ薬局 社外取締役

下 坂 正 夫 取 締 役
監 査 等 委 員 株式会社日清製粉グループ本社 内部監査部部長

山 本 智 子 取 締 役
監 査 等 委 員

山本智子公認会計士事務所 所長
山本智子税理士事務所 所長

（注）1. 取締役（監査等委員）安倍寛信、中西常道、下坂正夫、山本智子の４氏は、社外取締役であります。
2. 当社は、取締役（監査等委員）安倍寛信、中西常道、下坂正夫、山本智子の４氏を、東京証券取引所及び福岡証券取引所に対

し、独立役員として届け出ております。
3. 取締役（監査等委員）中西常道及び山本智子の両氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相

当程度の知見を有するものであります。
4. 取締役（監査等委員）草場信之及び森泰文の両氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由に

つきましては、社内における情報収集や内部監査部門との連携を強化し、監査等委員会の監査・監督機能を強化するためであ
ります。
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5. 当期中に以下の取締役の地位・担当等の異動がありました。

氏 名 新 旧 異動年月日

中 西 常 道

取 締 役
監 査 等 委 員

取 締 役
監 査 等 委 員

2025年９月30日
株 式 会 社 翔 薬
社 外 監 査 役

監査法人北三会計社
代 表 社 員

株式会社タカラ薬局
社 外 取 締 役

株 式 会 社 翔 薬
社 外 監 査 役
株式会社タカラ薬局
社 外 取 締 役

２．責任限定契約の内容の概要
当社と非業務執行取締役は、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており（当社定

款第23条）、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が規定する額としております。

３．役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で役員等賠償責任保険契約を締結し、被保険者が負担することになる損害賠償

請求訴訟における損害を当該保険契約により補填することとしております。当該役員等賠償責任保険契約
の被保険者は、当社及び子会社の取締役、監査役、執行役員及び相続人であり、全ての被保険者につい
て、その保険料を全額当社が負担しております。
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４．取締役の報酬等
（1）取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下、決定方針という。）を定めており、そ
の概要は以下のとおりです。なお、決定方針の決定は、取締役会において審議を行い、決議しておりま
す。
①当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報
酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準となることを基本方針
とする。（監査等委員である取締役の報酬は基本給のみとし、監査等委員である取締役の協議で決定す
る。）

②当社の取締役の固定報酬は、月例の固定報酬とし、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮
し、総合的に勘案して決定することとする。月例の固定報酬は、基本給、業績給で構成する。基本給
は、役職毎に定額を設定し、業績給は、代表取締役と各取締役の面談により、前期の会社業績に個人別
業績を反映して、基本給を増減させ固定報酬とする。

③当社の取締役の非金銭報酬は、原則として当社の取締役及び執行役員の退任時に譲渡制限を解除するこ
とを約した譲渡制限付株式報酬とし、対象となる各取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案して譲
渡制限付株式に係る金銭報酬債権の額及び付与株数を決定し、毎年一定時期に支給する。

④当社の取締役の固定報酬及び非金銭報酬の割合については、当社の事業環境や他社水準等を鑑み、適切
な割合となるように決定する。

⑤個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役がその具体的内容について委任を受けるも
のとし、その権限の内容は、各取締役の担当事業の個人別業績を踏まえた業績の評価配分とする。取締
役会は、当権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、決定に際しては、素案を事前に監査等委
員会へ報告することとし、その後具体的な報酬金額及び付与株数は代表取締役に一任する旨の決議を取
締役会で決議し決定することとする。

（2）取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2022年６月24日開催の第１期定時株主総会において、取締役（監査等委員

を除く）の金銭報酬額は年額３億30百万円以内、取締役（監査等委員）の金銭報酬額は年額80百万円以
内と定めております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く）の員数は４名、取締役
（監査等委員）の員数は６名であります。また、2024年６月21日開催の第３期定時株主総会において、
当該金銭報酬額とは別枠で、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する譲渡制限
付株式の割当てのために支給する金銭報酬債権を年額95百万円以内、各事業年度において割り当てる株式
の上限を10万株と定めております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く）の員数は５
名（うち社外取締役は０名）であります。

（3）取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役会長CEO網田日出人が取締役の個人別の報

酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の担当事業の個人別業績を踏まえた
業績の評価配分としており、これらの権限を委任した理由は、当社を取り巻く環境、当社の経営状況を当
社において代表取締役が最も熟知していると判断したためであります。
取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、決定に際しては、素案を事前に監

査等委員会へ報告することとし、その後具体的な報酬金額は代表取締役に一任する旨の決議を取締役会で
決議し決定することとする等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定され
ていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
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（4）取締役の報酬等の総額等

役員区分
報 酬 等 の
総 額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 子 会 社
からの報酬
（百万円）

対象となる
役員の員数
（名）基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役（監査等委員を除く） 417 292 ー 80 43 5
（うち社外取締役） (ー) (ー) (ー) (ー) (ー) （ー)

取締役（監査等委員） 74 74 ー ー ー 6
（うち社外取締役） (38) (38) (ー) (ー) (ー) （4)

合 計 491 367 ー 80 43 11
（うち社外取締役） (38) (38) (ー) (−) (ー) (4)

（注）非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割当ての際の条件等は「（1）取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する
事項」に記載しております。また、当事業年度における交付状況は事業報告「Ⅱ. 会社の株式に関する事項 5．当事業年度中
に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況」に記載しております。

５．社外役員に関する事項
（1）社外役員の兼職その他の状況

氏 名 兼職その他の状況

安 倍 寛 信 フマキラー株式会社 社外取締役

中 西 常 道 株式会社翔薬 社外監査役、株式会社タカラ薬局 社外取締役

下 坂 正 夫 株式会社日清製粉グループ本社 内部監査部部長

山 本 智 子 山本智子公認会計士事務所 所長、山本智子税理士事務所 所長

（注）当社と上記の法人等との間には、記載すべき重要な関係はありません。
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（2）当事業年度における主な活動状況
氏 名 地位及び担当 主な活動状況

安 倍 寛 信 取 締 役
監 査 等 委 員

当事業年度開催の取締役会14回のうち13回に、監査
等委員会13回全てに出席し、議案の審議に必要な発言
を適宜行いました。また、社外取締役が果たすことが
期待される役割に関して行った職務の概要といたしま
しては、会社経営者としての経験と幅広い見識に基づ
く視点から、中長期的な視点に基づいた経営に対する
有益な助言を行うとともに、業務執行を行う経営陣か
ら独立した客観的な立場から、当社の経営に対する監
督、チェック機能を果たしております。

中 西 常 道 取 締 役
監 査 等 委 員

当事業年度開催の取締役会14回全てに、監査等委員会
13回全てに出席し、議案の審議に必要な発言を適宜行
いました。また、社外取締役が果たすことが期待され
る役割に関して行った職務の概要といたしましては、
財務・会計・税務の専門知識を活かし、中長期的な視
点に基づいた経営に対する有益な助言を行うととも
に、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場
から、当社の経営に対する監督、チェック機能を果た
しております。

下 坂 正 夫 取 締 役
監 査 等 委 員

当事業年度開催の取締役会14回全てに、監査等委員会
13回全てに出席し、議案の審議に必要な発言を適宜行
いました。また、社外取締役が果たすことが期待され
る役割に関して行った職務の概要といたしましては、
企業経営の豊富な経験と幅広い見識や、他の上場企業
での社外取締役としての経験等から、中長期的な視点
に基づいた経営に対する有益な助言を行うとともに、
業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場か
ら、当社の経営に対する監督、チェック機能を果たし
ております。

山 本 智 子 取 締 役
監 査 等 委 員

当事業年度開催の取締役会14回全てに、監査等委員会
13回全てに出席し、議案の審議に必要な発言を適宜行
いました。また、社外取締役が果たすことが期待され
る役割に関して行った職務の概要といたしましては、
財務・会計・税務の専門知識を活かし、中長期的な視
点に基づいた経営に対する有益な助言を行うととも
に、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場
から、当社の経営に対する監督、チェック機能を果た
しております。
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Ⅳ. 会計監査人の状況
１．会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

２．当連結会計年度に係る会計監査人の報酬等の額
区 分 報酬等の額

① 公認会計士法第２条第１項の業務（監査証明業務）に係る報酬等の額 90百万円
② 公認会計士法第２条第１項の業務（監査証明業務）以外の業務に係る報酬等の額 8百万円

③ 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 154百万円
（注）1. 当社監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるか

どうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に

区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記金額にはこれらの合計額を記載しております。
3. ②の報酬等は改正リース会計基準導入に関する助言業務等であります。

３．会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
当社は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査等委員会の決定によ

り、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提出いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められる場合

に、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会
が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理
由を報告いたします。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注）本事業報告に記載の金額及び株式数は、表示単位未満の端数を切捨て、また、比率については表示単位未

満の端数を四捨五入して表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
(2026年３月31日現在)

（単位：百万円）
資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 248,004 流 動 負 債 239,660
現 金 及 び 預 金 51,470 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 140,581
受取手形、売掛金及び契約資産 107,225 電 子 記 録 債 務 7,862
電 子 記 録 債 権 3,037 短 期 借 入 金 23,273
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
未 成 工 事 支 出 金
原 材 料 及 び 貯 蔵 品

31,745
1,087
111

3,727

1 年 内 償 還 予 定 の 社 債
1年内返済予定の長期借入金
リ ー ス 債 務
未 払 金

207
17,933
2,851
6,937

販 売 用 不 動 産 9,084 未 払 法 人 税 等 7,971
仕 掛 販 売 用 不 動 産 14,082 未 払 消 費 税 等 4,999
未 収 入 金 19,542 契 約 負 債 735
そ の 他 7,996 賞 与 引 当 金 3,281
貸 倒 引 当 金 △1,108 店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金

そ の 他
149

22,874
固 定 資 産 206,064 固 定 負 債 96,207
有 形 固 定 資 産 125,640 社 債 160
建 物 及 び 構 築 物 48,209 長 期 借 入 金 69,139
機 械 装 置 及 び 運 搬 具 3,330 リ ー ス 債 務 10,570
工 具、 器 具 及 び 備 品 1,742 繰 延 税 金 負 債 6,856
船 舶 1,634 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 1,027
土 地 51,975 退 職 給 付 に 係 る 負 債 2,118
リ ー ス 資 産 11,930 資 産 除 去 債 務 1,066
建 設 仮 勘 定 6,795 長 期 預 り 敷 金 786
そ の 他 22 長 期 預 り 金 3,134
無 形 固 定 資 産 39,247 そ の 他 1,347
ソ フ ト ウ エ ア 5,364 負 債 合 計 335,867
の れ ん 33,359 純 資 産 の 部
そ の 他 523 株 主 資 本 97,097
投 資 そ の 他 の 資 産 41,176 資 本 金 9,275
投 資 有 価 証 券 25,098 資 本 剰 余 金 7,422
長 期 貸 付 金 30 利 益 剰 余 金 80,400
退 職 給 付 に 係 る 資 産 3,678 自 己 株 式 △1
繰 延 税 金 資 産 2,374 その他の包括利益累計額 10,702
そ の 他
貸 倒 引 当 金

10,686
△692

その他有価証券評価差額金
為 替 換 算 調 整 勘 定

9,839
△237

退職給付に係る調整累計額 1,100
非 支 配 株 主 持 分 10,401
純 資 産 合 計 118,200

資 産 合 計 454,068 負 債 純 資 産 合 計 454,068
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連 結 損 益 計 算 書
〔2025

2026
年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで〕

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 1,085,219
売 上 原 価 949,715

売 上 総 利 益 135,504
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 117,423

営 業 利 益 18,080
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 456
仕 入 割 引 140
為 替 差 益 343
助 成 金 収 入 101
匿 名 組 合 出 資 利 益 330
そ の 他 1,527 2,900

営 業 外 費 用
支 払 利 息 1,357
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 33
持 分 法 に よ る 投 資 損 失 249
そ の 他 672 2,312
経 常 利 益 18,669

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 7,640
関 係 会 社 株 式 売 却 益 745
受 取 保 険 金 99
受 取 和 解 金 485
負 の の れ ん 発 生 益 485 9,456

特 別 損 失
固 定 資 産 除 売 却 損 80
減 損 損 失 1,238
の れ ん 償 却 額 2,383
投 資 有 価 証 券 評 価 損 85
関 係 会 社 株 式 評 価 損 322
災 害 に よ る 損 失 114
店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金 繰 入 額 149 4,374

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 23,750
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 12,147
法 人 税 等 調 整 額 △547 11,600
当 期 純 利 益 12,150
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,068
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 11,082
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貸 借 対 照 表
(2026年３月31日現在)

（単位：百万円）
資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 40,293 流 動 負 債 55,368
現 金 及 び 預 金
リ ー ス 投 資 資 産
短 期 貸 付 金
未 収 入 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

975
2,854

36,500
588
70

△695

短 期 借 入 金
1年以内返済予定の長期借入金
リ ー ス 債 務
未 払 金
未 払 費 用
未 払 法 人 税 等
賞 与 引 当 金
そ の 他

41,015
11,473

4
2,346
214
125
119
68

固 定 資 産 123,475 固 定 負 債 43,831
有 形 固 定 資 産
構 築 物
工 具、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
長 期 貸 付 金
そ の 他

10,895
0

119
5,690

14
5,069
4,384
4,337

47
108,195

3,554
102,848

1,692
99

長 期 借 入 金
リ ー ス 債 務
退 職 給 付 引 当 金
債 務 保 証 損 失 引 当 金

43,444
12
8

365
負 債 合 計 99,199

純 資 産 の 部
株 主 資 本 64,570
資 本 金 9,275
資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金

48,808
6,301

そ の 他 資 本 剰 余 金 42,507
利 益 剰 余 金 6,487
利 益 準 備 金 213
そ の 他 利 益 剰 余 金 6,274
繰 越 利 益 剰 余 金

自 己 株 式
6,274
△1

純 資 産 合 計 64,570
資 産 合 計 163,769 負 債 純 資 産 合 計 163,769
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損 益 計 算 書
〔2025

2026
年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで〕

（単位：百万円）
科 目 金 額

営 業 収 益 12,048
営 業 費 用 3,576

営 業 利 益 8,471
営 業 外 収 益

受 取 利 息 382
そ の 他 49 431

営 業 外 費 用
支 払 利 息 969
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 129
そ の 他 0 1,098
経 常 利 益 7,804

特 別 利 益
貸 倒 引 当 金 戻 入 額 2,088 2,088

特 別 損 失
関 係 会 社 株 式 評 価 損 6,740
債 務 保 証 損 失 引 当 金 繰 入 額 365 7,106

税 引 前 当 期 純 利 益 2,786
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 163
法 人 税 等 調 整 額 △18 144
当 期 純 利 益 2,641
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2026年5月14日

ヤ マ エ グ ル ー プ ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中

有 限 責 任 監 査 法 人 ト ー マ ツ
福 岡 事 務 所

指定有限責任社員 公認会計士 伊 藤 次 男
業 務 執 行 社 員

指定有限責任社員 公認会計士 吉 田 一 平
業 務 執 行 社 員

指定有限責任社員 公認会計士 清 藤 亘
業 務 執 行 社 員

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、ヤマエグループホールディングス株式会社の2025年4月1日から2026年

3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結
注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ヤマエグルー

プホールディングス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重
要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法

人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する
規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、
また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に

対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結

計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違
以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが

求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示する

ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合に
は当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないか

どうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽
表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断

を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続
企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況に
より、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する
ために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任が
ある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独

立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能
な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2026年5月14日

ヤ マ エ グ ル ー プ ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中

有 限 責 任 監 査 法 人 ト ー マ ツ
福 岡 事 務 所

指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 次 男業 務 執 行 社 員

指定有限責任社員
公認会計士 吉 田 一 平業 務 執 行 社 員

指定有限責任社員
公認会計士 清 藤 亘業 務 執 行 社 員

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、ヤマエグループホールディングス株式会社の2025年4月1日から

2026年3月31日までの第5期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並
びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等

に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法

人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規
定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に
対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書

類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外
にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが

求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示するこ

とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価

し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には
当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど

うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的
に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断

を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企
業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又
は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業
は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正
に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独

立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能
な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第５期事業年度における取締役の職務の執行について監
査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に

基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的
に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、以下の方法で監査を実施しました。

① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査部門と連携の上、電話回線又はインターネッ
ト等を経由した手段も活用しながら、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告
を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査しました。ま
た、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の
報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人から
その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に
行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業
会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資
本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主
資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する
事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認めら
れません。
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（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年５月15日

ヤマエグループホールディングス株式会社 監査等委員会

常勤監査等委員 草 場 信 之 ㊞
常勤監査等委員 森 泰 文 ㊞
社外監査等委員 安 倍 寛 信 ㊞
社外監査等委員 中 西 常 道 ㊞
社外監査等委員 下 坂 正 夫 ㊞
社外監査等委員 山 本 智 子 ㊞

以 上
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株主総会会場ご案内図

ホテルオークラ福岡
４階「平安の間」
福岡市博多区下川端町３番２号
TEL（092）262-1111

⃝ JR博多駅から 地下鉄 博多駅―中洲川端駅「姪浜方面行き」
（所要時間 約 ５ 分）

タクシー 所要時間 約10分
⃝ 福岡空港から 地下鉄 福岡空港駅―中洲川端駅「姪浜方面行き」

（所要時間 約10分）
タクシー 所要時間 約20分

⃝ 西鉄福岡（天神）駅から 徒歩 約15分
※当社専用の駐車場はご用意しておりませんので、お車でのご来場はご遠慮願い

ます。
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